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工事における違約金特約条項の強化について

今般、国土交通省直轄の鋼橋上部工事の発注に関して大規模な談合事件が発生

したことを踏まえ、平成17年７月29日付けで入札談合再発防止対策検討委員会に

おいて「入札談合の再発防止対策について」を取りまとめ、平成17年８月12日付

け国官地第21号をもって通知したところであるが、同対策においては違約金特約

条項を強化することとしているところである。

ついては、工事における違約金特約条項を別紙のとおり強化することとしたの

で、遺漏のなきよう措置されたい。

なお、平成22年10月１日以降に入札手続を開始する工事については、違約金に

関する条項を特約条項として締結せず、契約書に加えるものとする。



（別紙）

１ 政府調達に関する協定（平成７年12月８日条約第23号）の適用を受ける工事

以外の工事における違約金に関する条項は、別添１の条項を契約書に加えるも

のとする。

２ 政府調達に関する協定の適用を受ける工事における違約金に関する条項は、

別添２の条項を契約書に加えるものとする。

附 則 抄

１ この特約条項は、平成17年10月１日以降に入札手続を開始する工事の請負契約

から適用する。

２ 「工事における違約金に関する特約条項の制定について」（平成15年５月15日

付け国地契第17号）は廃止する。

附 則（平成20年７月２日国地契第16号）抄

１ 本通知による改正は、平成20年８月１日以降に入札手続を開始する工事の請負

契約から適用する。

附 則（平成22年９月６日国地契第21号）

この通知は、平成22年10月１日以降に入札手続を開始する工事から適用する。



（別添１）

（談合等不正行為があった場合の違約金等）

第○条 受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場合のい

ずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（こ

の契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。）

の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違

反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項

第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占

禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含

む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、

当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第

２項の規定により取り消された場合を含む。）。

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措

置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以

下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令

で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人

に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において

「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占

禁止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての

事業活動があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８

条第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反す

る行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該

期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納

付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算

の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出

を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであ

るとき。

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）

の刑法（明治40年法律第45号）第96条の３又は独占禁止法第89条第１項若し

くは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注

者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パー

セントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。



（別添２）

（談合等不正行為があった場合の違約金等）

第○条 受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場合のい

ずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（こ

の契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次

項において同じ。）の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する

期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違

反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項

第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占

禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含

む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、

当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第

２項の規定により取り消された場合を含む。）。

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措

置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以

下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令

で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人

に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において

「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占

禁止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての

事業活動があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８

条第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反す

る行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該

期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納

付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算

の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出

を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであ

るとき。

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。

次項第２号において同じ。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の３又は

独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定し

たとき。

２ この契約に関し、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲

げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前

項に規定する請負代金額の10分の１に相当する額のほか、請負代金額の100分



の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな

らない。

一 前項第１号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２

第７項の規定の適用があるとき。

二 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首

謀者であることが明らかになったとき。

三 受注者が発注者に○○地方整備局競争契約入札心得第４条の３の規定に抵

触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、

受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年

５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければなら

ない。


